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○消費生活の安定及び向上に関する条例 

昭和55年3月28日 

鳥取県条例第5号 

消費生活の安定及び向上に関する条例をここに公布する。 

消費生活の安定及び向上に関する条例 

目次 

第1章 総則(第1条―第5条の4) 

第2章 消費者施策 

第1節 危害の防止(第6条―第8条) 

第2節 規格、表示、包装等の適正化(第9条―第11条) 

第3節 不当な取引方法の規制(第11条の2―第11条の8) 

第4節 啓発活動及び教育の推進(第12条) 

第3章 消費者の苦情の処理及び被害の救済に関する施策(第13条―第16条) 

第4章 生活関連物資に関する施策(第17条―第21条) 

第5章 環境の保全への配慮等(第22条) 

第6章 鳥取県消費生活審議会(第23条―第30条) 

第7章 雑則(第31条―第34条) 

附則 

第1章 総則 

 

(目的) 

第1条 この条例は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差にかんがみ、県民

の消費生活における利益の擁護及び増進に関し、消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の

基本理念を定め、県、事業者等の果たすべき責務及び消費者等の果たすべき役割を明らかにするとと

もに、県の実施する施策について必要な事項を定めることにより、県民の消費生活の安定及び向上を

図ることを目的とする。 

(平18条例27・一部改正) 
 

(基本理念) 

第1条の2 県民の消費生活の安定及び向上の確保は、消費者が自らの利益の擁護及び増進のため、自

立した主体として、自主的かつ合理的に行動するとともに、事業者が適切な事業活動を行い、消費者

の信頼を確保することを基本として行われなければならない。 

2 県民の消費生活の安定及び向上を図るための総合的な施策(以下「消費者施策」という。)の推進は、

県民の消費生活における基本的な需要が満たされ、その健全な生活環境が確保される中で、次に掲げ

る消費者の権利を尊重することを基本として行われなければならない。 

(1) 消費者の安全が確保されること。 

(2) 商品及び役務について消費者の自主的かつ合理的な選択の機会が確保されること。 

(3) 消費者に対し必要な情報が提供されること。 

(4) 消費者に対し必要な教育の機会が提供されること。 

(5) 消費者の意見が消費者施策に適切に反映されること。 

(6) 消費者に被害が生じた場合には適切かつ迅速に救済されること。 

3 消費者施策の推進は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差を是正するた

めの施策を進めるとともに、消費者が自立した主体として自主的かつ合理的に行動することができ

るよう消費者の自立を支援することを基本として行われなければならない。 

4 消費者の自立の支援に当たっては、消費者の安全の確保等に関して事業者による適切な事業活動の

確保が図られるとともに、消費者の年齢その他の特性に配慮しなければならない。 

5 消費者施策の推進は、高度情報通信社会の進展及び消費生活における国際化の進展に的確に対応す

ること並びに環境への負荷の低減その他の環境の保全に配慮して行われなければならない。 

(平18条例27・追加) 

 

(県の責務) 

第2条 県は、経済社会の状況に即応して、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にの

っとり、消費者施策を策定し、及びこれを実施するものとする。 
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(平18条例27・一部改正) 

 

(事業者の責務) 

第3条 事業者は、基本理念にかんがみ、県民の消費生活に関し、その供給する商品又は役務(以下「商

品等」という。)について、次に掲げる責務を有する。 

(1) 消費者の安全及び消費者との取引における公正を確保すること。 

(2) 消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供すること。 

(3) 消費者との取引に際して、消費者の知識、経験、年齢及び財産の状況等に配慮すること。 

(4) 消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備等に努め、当該

苦情を適切に処理すること。 

(5) 県及び市町村が実施する消費者施策に協力すること。 

2 事業者は、その供給する商品等に関し環境への負荷の低減その他の環境の保全に配慮するとともに、

当該商品等について品質等を向上させ、その事業活動に関し自らが遵守すべき基準を作成すること

等により消費者の信頼を確保するよう努めなければならない。 

(昭61条例47・一部改正、平18条例27・旧第4条繰上・一部改正) 
 

(事業者団体の責務) 

第4条 事業者団体は、事業者の自主的な取組を尊重しつつ、事業者と消費者との間に生じた苦情の処

理の体制の整備、事業者自らがその事業活動に関し遵守すべき基準の作成の支援その他の消費者の

信頼を確保するための自主的な活動に努めるものとする。 

(平18条例27・追加) 
 

(消費者の役割) 

第5条 消費者は、経済社会の状況に即応して、自ら進んで消費生活に関する必要な知識を修得すると

ともに、自主的かつ合理的に行動するように努めることによって、消費生活の安定及び向上に積極的

な役割を果たすものとする。 

2 消費者は、消費生活に関し、環境への負荷の低減その他の環境の保全及び知的財産権等の適正な保

護に配慮するよう努めなければならない。 

(平18条例27・一部改正) 
 

(消費者団体の役割) 

第5条の2 消費者団体は、消費生活に関する情報の収集及び提供並びに意見の表明、消費者に対する

啓発及び教育、消費者の被害の防止及び救済のための活動その他の消費者の消費生活の安定及び向

上を図るための健全かつ自主的な活動に努めるものとする。 

(平18条例27・追加) 

 

(市町村との連携等) 

第5条の3 県は、消費者施策の実施について、市町村の協力を求めるとともに、市町村が行う消費者施

策の実施について、必要な協力を行うものとする。 

2 県は、消費者及び事業者、消費者団体及び事業者団体その他関係機関と協働して、消費生活の安定

及び向上に関する活動に取り組むものとする。 

(平18条例27・追加) 
 

(消費者団体の自主的な活動の促進) 

第5条の4 県は、県民の消費生活の安定及び向上を図るため、消費者団体の健全かつ自主的な活動が

促進されるよう必要な施策を講ずるものとする。 

(平18条例27・追加) 

第2章 消費者施策 

(平18条例27・改称) 

第1節 危害の防止 

 

(危害商品等の供給の禁止) 

第6条 事業者は、消費者の生命、身体又は財産に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある商品等(以下

「危害商品等」という。)を供給してはならない。 
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(危害商品等の調査) 

第7条 知事は、事業者が供給する商品等について、危害商品等の疑いがあると認めるときは、速やか

に、必要な調査を行うものとする。 

(平18条例27・一部改正) 
 

(危害商品等に係る措置の勧告) 

第8条 知事は、事業者が供給する商品等が危害商品等であると認めるときは、法令に特別の定めがあ

る場合を除き、当該危害商品等を供給する事業者に対し、当該危害商品等の供給の中止、回収その他

必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。 

2 知事は、前項の規定による勧告をしたときは、当該事業者に対し、当該勧告に基づいて講じた措置

及びその結果について報告を求めることができる。 

3 知事は、事業者が第1項の規定による勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。 

第2節 規格、表示、包装等の適正化 

 

(自主基準の設定等) 

第9条 事業者は、その供給する商品等について、消費者の適切かつ容易な選択等に資するため、規格、

表示、包装等の適正化に関し必要な基準を自主的に定めるよう努めなければならない。 

2 事業者は、前項の基準を定めたときは、速やかに、当該基準を知事に届け出なければならない。こ

れを変更し、又は廃止したときも、同様とする。 

3 知事は、事業者に対し、第1項の基準の設定等について必要な指導又は助言をすることができる。 

 

(県基準の設定) 

第10条 知事は、事業者が供給する商品等について、規格、表示、包装等の適正化に関し特に必要があ

ると認めるときは、法令に特別の定めがある場合を除き、事業者が遵守すべき規格、表示、包装等の

基準を定めることができる。 

2 知事は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ、鳥取県消費生活審議会の意見を聴かな

ければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。 

3 知事は、第1項の基準を定めたときは、速やかに、当該基準を告示しなければならない。これを変更

し、又は廃止したときも、同様とする。 

 

(県基準の遵守の勧告) 

第11条 知事は、事業者が前条第1項の基準を遵守していないと認めるときは、当該事業者に対し、当

該基準を遵守すべきことを勧告することができる。 

2 知事は、事業者が前項の規定による勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。 

第3節 不当な取引方法の規制 

(昭61条例47・追加) 
 

(不当な取引方法の指定) 

第11条の2 知事は、消費者の取引の安全を図るため、事業者が消費者に対して用いる取引方法であっ

て、消費者の知識、能力若しくは経験の不足に乗じ、又は消費者に心理的不安を与えること等によ

り、消費者に不当に不利益を与えるおそれのあるものを、不当な取引方法として指定することができ

る。 

2 知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、鳥取県消費生活審議会の意見

を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。 

3 知事は、前項の規定による指定をするときは、その内容を告示しなければならない。これを変更し、

又は廃止するときも、同様とする。 

(昭61条例47・追加、平16条例20・一部改正) 

 

(不当な取引方法の禁止) 

第11条の3 事業者は、前条第1項の規定により指定された不当な取引方法を用いてはならない。 

(昭61条例47・追加) 
 

(不当な取引方法の調査) 
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第11条の4 知事は、事業者が前条の規定に違反している疑いがあると認めるときは、速やかに、必要

な調査を行うものとする。 

2 知事は、事業者が不当な取引行為を行ったか否かを判断する場合において、当該事業者が商品の効

能、種類、商標、製造者名、販売数量、必要数量及びその性能若しくは品質又は役務の効果、種類及

びその内容につき不実のことを告げる行為(以下「不実告知行為」という。)を行ったか否かを判断す

る必要があるときは、当該事業者に対し、期間を定めて、当該告げた事項の裏付けとなる合理的な根

拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しない

ときは、当該事業者は不実告知行為を行ったものとみなす。 

(昭61条例47・追加、平18条例27・一部改正) 

 

(不当な取引方法等の情報提供) 

第11条の5 知事は、事業者が第11条の3の規定に違反している疑いがある場合において、被害の発生

又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、速やかに、当該事業者に係る不当な取引方法、

商品等の種類その他必要な情報を公表するものとする。 

(平16条例20・追加) 
 

(不当な取引方法に係る措置の勧告) 

第11条の6 知事は、事業者が第11条の3の規定に違反していると認めるときは、当該事業者に対し、当

該取引方法の改善その他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。 

2 知事は、前項の規定による勧告をしたときは、当該事業者に対し、当該勧告に基づいて講じた措置

及びその結果について報告を求めることができる。 

3 知事は、事業者が第1項の規定による勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。 

(昭61条例47・追加、平16条例20・旧第11条の5繰下) 

 

(不当な取引方法を用いた事業者の氏名等の情報提供) 

第11条の7 知事は、事業者が第11条の3の規定に違反していると認める場合において、被害の発生又

は拡大を防止するため緊急の必要があると認めるときは、速やかに、第11条の5に定める事項のほか、

当該不当な取引方法を用いた事業者の氏名又は名称及び住所その他必要な情報を公表するものとす

る。 

(平16条例20・追加) 
 

(不当な取引方法の防止) 

第11条の8 知事は、事業者が第11条の2第1項の規定により指定された不当な取引方法を用いることを

未然に防止するため、必要な調査又は指導を行うことができる。 

2 知事は、前項の規定による調査又は指導を行うため必要があると認めるときは、当該事業者に対し、

資料の提出又は説明を求めることができる。 

(昭61条例47・追加、平16条例20・旧第11条の6繰下) 

第4節 啓発活動及び教育の推進 

(昭61条例47・旧第3節繰下・一部改正) 
 

第12条 県は、消費者が自主性をもって健全な消費生活を営むことができるようにするため、消費生

活に関する知識の普及及び情報の提供、生活設計に関する知識の普及等消費者に対する啓発活動を

推進するとともに、子供のときからの消費者教育の必要性を重視し、学校、地域、家庭、職域その他

の様々な場を通じて消費生活に関する教育の充実に努めるものとする。 

2 県は、前項の啓発活動及び教育の推進に当たっては、高齢化、高度情報化、国際化等の進展に配慮

するとともに、消費者の年齢その他の特性に応じて効果的に行うよう配慮するものとする。 

3 県は、第1項の啓発活動及び教育の推進に当たっては、消費者からの相談及び苦情並びに他県の被

害状況等に応じて、迅速かつ効果的に行うものとする。 

(昭61条例47・平18条例27・一部改正) 

第3章 消費者の苦情の処理及び被害の救済に関する施策 

 

(苦情の処理) 

第13条 知事は、消費者から苦情(事業者と消費者との間の取引きに関して生じた苦情をいう。以下同

じ。)の申出があったときは、速やかに、その内容を調査し、当該苦情を解決するため必要な措置を
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講ずるものとする。 

2 知事は、市町村が講ずる消費者からの苦情の処理に関する措置について、必要に応じて、情報の提

供、技術的助言その他の支援を行うほか、市町村との連携を図りつつ、主として高度の専門性又は広

域の見地への配慮を必要とする苦情の処理のあっせん等を行うものとするとともに、多様な苦情に

柔軟かつ弾力的に対応するものとする。 

3 知事は、弁護士、司法書士その他消費生活について専門的な知識等を有する者及び団体等と連携を図り、

並びに必要に応じてその人材を活用することにより、苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理さ

れるよう必要な措置を講ずるものとする。 

(平18条例27・平23条例18・一部改正) 

 

(あっせん又は調停) 

第14条 知事は、消費者からの苦情が前条の規定による措置によっては解決することが著しく困難で

あると認めるときは、鳥取県消費生活審議会のあっせん又は調停に付することができる。 

2 鳥取県消費生活審議会は、あっせん又は調停を行うため必要があると認めるときは、当該苦情に係

る事業者その他の関係者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。 

3 知事は、事業者が前項の規定による資料の提出若しくは説明をせず、又は虚偽の資料の提出若しく

は説明をしたときは、その旨を公表することができる。 

 

(訴訟の援助) 

第15条 知事は、消費者が事業者の供給する商品等によって受けた被害に関し、事業者を相手とする

訴訟を提起する場合において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するときは、鳥取県消費生活

審議会の意見を聴いて、当該消費者に対し、規則で定めるところにより、当該訴訟に要する費用に充

てる資金の貸付けその他の援助を行うことができる。 

(1) 当該訴訟に係る紛争が鳥取県消費生活審議会のあっせん又は調停によって解決されなかった

こと。 

(2) 当該訴訟に係る被害と同種の被害が多数発生し、又はそのおそれがあること。 

(3) 当該訴訟に係る被害額が規則で定める額以下であること。 

 

(貸付金の返還等) 

第16条 前条の規定により資金の貸付けを受けた者は、当該訴訟が終了したときは、規則で定めると

ころにより、当該貸付けに係る資金を返還しなければならない。 

2 知事は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該

貸付けに係る資金の全部又は一部の返還を猶予し、又は免除することができる。 

第4章 生活関連物資に関する施策 

 

(情報の収集等) 

第17条 知事は、県民の消費生活との関連性が高い物資(以下「生活関連物資」という。)について、そ

の価格の動向及び需給の状況に関し情報を収集し、必要に応じてその情報を公表するものとする。 

2 事業者は、前項の規定による情報の収集について協力しなければならない。 

 

(緊急調査) 

第18条 知事は、生活関連物資の供給が著しく不足し、若しくは不足するおそれがあり、又はその価格

が著しく上昇し、若しくは上昇するおそれがある場合において、県民の消費生活に重大な影響を及ぼ

すおそれがあると認めるときは、法令に特別の定めがある場合を除き、速やかに、当該生活関連物資

に関し必要な調査を行うものとする。 

(平18条例27・一部改正) 
 

(事業活動の是正の勧告) 

第19条 知事は、前条の規定による調査の結果、事業者が当該生活関連物資の円滑な流通を妨げ、又は

当該生活関連物資を著しく不適正な価格で供給していると認めるときは、法令に特別の定めがある

場合を除き、当該事業者に対し、その是正のため必要な措置を講ずべきことを勧告することができ

る。 

2 知事は、前項の規定による勧告をしたときは、当該事業者に対し、当該勧告に基づいて講じた措置

について報告を求めることができる。 
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3 知事は、事業者が第1項の規定による勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。 

(平18条例27・一部改正) 
 

(緊急調査による情報の公表) 

第20条 知事は、生活関連物資の需給又は価格の安定を図るため必要があると認めるときは、第18条

の規定による調査によって得た情報を公表することができる。 

(平18条例27・一部改正) 
 

(事業者に対する協力の要請) 

第21条 知事は、第17条第1項の規定による情報の収集又は第18条の規定による調査の結果、生活関連

物資の円滑な供給又は価格の安定を図るため必要があると認めるときは、当該事業者に対し、当該生

活関連物資の供給の確保その他の措置について協力を求めることができる。 

(平18条例27・一部改正) 

第5章 環境の保全への配慮等 

(平18条例27・改称) 

 

第22条 消費者は、その消費生活が環境に及ぼす影響を理解し、物を大切にするとともに、商品等の選

択、購入、使用、利用等に際しては、不用品の再利用及び再生利用を行う等環境への負荷の低減その

他の環境の保全に配慮するよう努めなければならない。 

2 事業者は、その事業活動を行うに当たって、環境への負荷の低減その他の環境の保全に配慮するよ

う努めなければならない。 

3 知事は、県民が健全な消費生活を営むことができるようにするため、消費生活が環境に及ぼす影響

等環境の保全に関する知識の普及、情報の提供その他必要な施策を講ずるものとする。 

(平18条例27・一部改正) 

第6章 鳥取県消費生活審議会 

 

(設置) 

第23条 県民の消費生活の安定及び向上を図るため、鳥取県消費生活審議会(以下「審議会」という。)

を設置する。 

 

(所掌事務) 

第24条 審議会は、知事の諮問に応じ、県民の消費生活に関する重要事項を調査審議する。 

2 審議会は、県民の消費生活に関する事項に関し、知事に意見を述べることができる。 

 

(組織) 

第25条 審議会は、委員15人以内で組織する。 

2 委員は、次に掲げる者のうちから知事が任命する。 

(1) 学識経験を有する者 

(2) 消費者 

(3) 事業者 

(4) 関係行政機関の職員 

 

(任期) 

第26条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

2 委員は、再任されることができる。 

 

(会長) 

第27条 審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代

理する。 

 

(会議) 

第28条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 
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2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

 

(部会) 

第29条 審議会に、第14条第1項の規定によるあっせん及び調停並びに第15条の規定による訴訟の援助

に係る事項を処理させるため、苦情処理部会(以下「部会」という。)を置く。 

2 部会は、会長が指名する委員5人以内で組織する。 

3 前2条の規定は、部会の運営について準用する。 

 

(運営に関する細則) 

第30条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関する事項は、審議会が定める。 

第7章 雑則 

 

(立入調査等) 

第31条 知事は、第7条、第11条の4第1項及び第18条の規定の施行に必要な限度において、事業者に対

し、その業務に関し資料の提出若しくは説明を求め、又はその職員に、当該事業者の事務所、工場、

店舗、倉庫その他の場所に立ち入り、帳簿、書類、設備その他の物件を調査させ、若しくは関係者に

質問させることができる。 

2 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれ

を提示しなければならない。 

3 知事は、事業者が第1項の規定による資料の提出若しくは説明をせず、若しくは虚偽の資料の提出

若しくは説明をし、又は同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の

規定による質問に対し、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、その旨を公表することがで

きる。 

(平18条例27・追加) 
 

(関係行政機関への協力の要請) 

第32条 知事は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、情

報の提供その他の協力を求めるものとする。 

(平18条例27・旧第31条繰下) 
 

(権限の委任) 

第33条 この条例に規定する知事の権限に属する事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条の

規定に基づき、別に定めるところにより、知事の権限に属する事務を処理するための組織を構成する

機関の長に委任する。 

(平18条例27・追加) 

 

(委任) 

第34条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

(平18条例27・旧第32条繰下) 
 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、昭和55年6月1日から施行する。 

(平18条例27・旧附則・全改) 

（検討） 

2 知事は、平成27年度末を目途として、この条例の規定及びその実施状況について検討を加え、その

結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

(平23条例18・全改) 
 

附 則(昭和61年条例第47号) 

この条例は、昭和62年1月1日から施行する。 

 

附 則(平成16年条例第20号) 
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この条例は、公布の日から施行する。 

 

附 則(平成18年条例第27号) 

この条例は、平成18年4月1日から施行する。 

 

附 則(平成23年条例第18号) 

この条例は、公布の日から施行する。  
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○不当な取引方法の指定 

平成16年３月30日 

鳥取県告示第244号 

改正 平成22年４月６日告示第211号 

平成25年８月６日告示第587号 

令和７年８月１日告示第473号 

 

消費生活の安定及び向上に関する条例（昭和55年鳥取県条例第５号）第11条の２第１項の規定

に基づき、不当な取引方法を次のとおり指定し、平成16年３月30日から施行する。 

昭和60年鳥取県告示第208号（不当な取引方法の指定について）は、平成16年３月29日限り廃

止する。 

 

１ 勧誘に際しての不当な取引方法 

（１）商品又は役務（以下「商品等」という。）を設置し、又は利用することが法令等により義

務付けられているかのような言動又は表示（以下「言動等」という。）を用いて契約の締結

を勧誘し、又は契約を締結させること。 

（２）商品等の内容又は取引条件が実際のものよりも著しく優良又は有利であるかのような言動

等を用いて契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。 

（３）商品等の内容又は取引条件に関する重要な事項について、事実を隠し、又は虚偽の事実を

告げて契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。 

（４）自らが官公署又は公共的な団体（以下「官公署等」という。）の職員であるかのような言

動等を用いて、又は官公署等の許可、認可、後援等を得ているかのような言動等を用いて契

約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。 

（５）商品の販売若しくは購入又は役務の提供（以下「商品等の取引」という。）に際し、事業

者の氏名若しくは名称、住所その他表示をすることが必要であると認められる事項を明らか

にせず、又は虚偽の内容を告げて契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。 

（６）将来における不確実な事項について断定的な情報又は判断を提供することにより消費者を

誤認させて契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。 

（７）商品等の取引の意図を隠し、若しくは商品等の取引以外のことが主要な目的であるかのよ

うに告げて消費者に接近し、又はそのような内容の広告等で消費者を誘引することにより、

契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。 

（８）商品等の取引を行う目的で、検査その他の役務又は商品を無償又は著しく低い対価で提供

し、これによる消費者の心理的負担を利用して、執ように契約の締結を勧誘し、又は契約を

締結させること。 

（９）威圧的な言動又は霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見を用

いて消費者等の生命、身体、財産、運命、信用等に関し消費者を心理的不安に陥れ、困惑さ

せて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。 

（10）恋愛感情その他の好意の感情を利用し、消費者を誤信させて、契約の締結を勧誘し、又は

契約を締結させること。 

（11）消費者を集め、又は消費者が集まっている場所において、主たる販売の目的である商品等

以外の商品等を無償又は著しく低い対価で提供することにより、不当に消費者の購買意欲を

誘引し、消費者の合理的な判断を妨げて契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。 

（12）未成年者、高齢者その他の者の取引に関する知識、経験又は判断力の不足若しくは低下に

乗じてその不安をあおり、その者に不利益をもたらすおそれのある契約の締結を勧誘し、又

は契約を締結させること。 

（13）消費者の意に反して、長時間にわたり、若しくは、反復して勧誘し、又は営業所等へ誘引

して契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。 

（14）消費者の意に反して、深夜、早朝等生活に支障のある時間帯に又は勤務先等に電話し、又

は訪問して、消費者が迷惑を覚えるような方法を用いて契約の締結を勧誘し、又は契約を締

結させること。 

（15）消費者がその住居又は勤務先から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの

場所から退去しないで契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。 
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（16）消費者が勧誘場所から退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から消費者を

退去させないで契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。 

（17）契約の締結について勧誘することを告げずに、消費者が任意に退去することが困難な場所

へ誘引して契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。 

（18）消費者が契約するか否かについて電話等により事業者以外の者と連絡する旨の意思表示を

示したにもかかわらず、威迫する言動を交えて相談の連絡を妨害して契約の締結を勧誘し、

又は契約を締結させること。 

（19）消費者の年齢、収入その他の契約を締結する上で重要な事項について偽るようにそそのか

して契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。 

（20）商品等の購入資金に関して、消費者からの依頼がないにもかかわらず、業として貸付けを

行う者からの借入れその他の信用の供与を受けることを勧めて、執ように契約の締結を勧誘

し、又は契約を締結させること。 

（21）偽りその他不正の手段により入手した消費者に関する情報を利用して、又は正当に入手し

た消費者に関する情報を不当に利用して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させるこ

と。 

（22）消費者が依頼又は承諾していないにもかかわらず、ファクシミリ装置その他の電気通信手

段を用いて、契約の勧誘に係る表示を送信することにより、消費者の意に反して契約の締結

を勧誘し、又は契約を締結させること。 

（23）商品の販売等に関し、過去に消費者が関わった取引に関する情報を利用して、消費者を心

理的に不安な状態に陥らせて、過去の不利益が回復できるかのように告げ、又は現在被って

いる不利益が拡大すること若しくは新たな不利益を被ることを防止するかのように告げて、

契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。 

（24）消費者に冷静に検討する時間を与えず、執ように次々と商品等の契約の締結を勧誘し、又

は契約を締結させること。 

（25）立替払、債務の保証その他の与信に係る債権若しくは債務に関する重要な情報を提供せ

ず、又は事実と異なる情報若しくは消費者を誤認させるような情報を提供して、与信契約等

の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。 

（26）販売業者等（商品等を販売若しくは提供する事業者又はその取次店その他の実質的な商品

等の販売若しくは提供を行う者をいう。以下同じ。）の行為が不当な取引方法に該当するこ

とを知っていたにもかかわらず、又は与信に係る加盟店契約その他の提携関係にある販売業

者等を適切に管理していれば当該事実を知ることができたにもかかわらず、与信契約等の締

結を勧誘し、又は契約を締結させること。 

（27）路上その他の公共の場所で呼び止め、その場で、又は営業所等へ誘引し、執よう又は強引

に契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。 

（28）消費者との間における雇用関係その他の優越的な立場に乗じて、消費者に対して著しく不

利益をもたらすおそれのある契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。 

（29）消費者に対し、商品等の供給に併せて他の商品等を自己又は自己の指定する事業者から購

入するよう強制して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。 

（30）消費者が依頼又は承諾していないにもかかわらず、消費者に商品等の供給を行い、実施前

の原状の回復を著しく困難にした上で、代金その他の名目による対価を請求することによ

り、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。 

（31）消費者が依頼又は承諾していないにもかかわらず、商品等の契約を目指して自ら実施した

事業活動の実施により生じた損失の補償を請求することにより、契約の締結を勧誘し、又は

契約を締結させること。 

 

２ 契約内容に関しての不当な取引方法 

（１）消費者に名義の貸与を求め、又は消費者の名義を無断で使用して、その意に反する債務

を負担させる契約を締結させること。 

（２）商品等の購入に伴って消費者が受ける信用の供与がその者の支払能力を超えることが明

らかであるにもかかわらず、そのような信用の供与と一体をなした契約を締結させるこ

と。 

（３）消費者が当面必要としない過大な量の又は不当に長期にわたる商品等の供給を内容とす
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る契約を締結させること。 

（４）契約に係る損害賠償額の予定又は違約金の定めにおいて、消費者に不当に高額な又は高

率な負担を求める内容の契約を締結させること。 

（５）消費者の契約の申込みの撤回、契約の取消し若しくは解除の申出又は契約の無効を主張

する権利を不当に制限する内容の契約を締結させること。 

（６）消費者に著しく不利益をもたらすこととなる事業者の免責事項を定めた内容の契約を締

結させること。 

（７）消費者が意思表示をした事項と異なる事項を記載した契約書面を作成し、又は法令等で

交付することが義務付けられている契約書面を交付せず、消費者に著しい不利益をもたら

すこととなる不当な内容の契約を締結させること。 

（８）法令で交付することが義務付けられている契約書面に代えて、消費者の承諾を得ずに、

当該契約書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することにより契約を締結させる

こと。 

（９）契約に関する訴訟について、消費者に著しく不利益な裁判管轄を定めた内容の契約を締

結させること。 

（10）法令の規定に反して、消費者の権利を制限し、義務を加重し、又は信義誠実の原則に反

して消費者の利益を一方的に害する内容の契約を締結させること。 

（11）当該契約の内容として定められる通常の価格に比し、公序良俗に反する程度に著しく高

額な価格を定める内容の契約を締結させること。 

（12）事業者の債務不履行又は債務履行に伴う不法行為により生じた損害賠償責任について事

業者の軽過失による行為にのみ適用されることが明確に記載されていない免責条項を定め

た契約を締結させること。 

（13）商品等を購入する際の資格を要するクレジットカード、会員証、パスワード等が第三者

によって不正に使用された場合に、消費者に不当に責任を負わせる条項を定めた契約を締

結させること。 

 

３ 債務履行に際しての不当な取引方法 

（１）消費者、保証人その他の法律上支払義務のある者（以下「消費者等」という。）を欺

き、威迫し、若しくは困惑させ、又は正当な理由なく早朝、深夜等生活に支障のある時間

帯に、若しくは勤務先等に電話し、訪問する等の不当な方法を用いて、債務の履行を迫る

こと。 

（２）消費者等を欺き、威迫し、又は困惑させて、金融機関等から預貯金の払戻し又は業とし

て貸付けを行う者からの借入れを受けること等により消費者等に金銭を調達させ、債務の

履行を迫ること。 

（３）消費者等に対して、正当な理由がないにもかかわらず、消費者等の債務の履行に関する

情報を信用情報を取り扱う機関又は消費者等の関係人若しくは不特定多数の者に通知する

旨の言動を用い、心理的圧迫を与えて、債務の履行を迫ること。 

（４）契約の成立又はその内容について当事者間に争いがあるにもかかわらず、一方的に契約

の成立又はその内容を主張して、債務の履行を迫ること。 

（５）法律上支払義務のない者に正当な理由なく電話し、訪問する等の不当な方法を用いて、

債務の履行への協力を執ように要求し、又は協力させること。 

（６）事業者の氏名又は名称及び住所を明らかにせず、又は偽ったまま、消費者等に対して債

務の履行を迫ること。 

（７）消費者に商品の販売又は役務の提供と一体をなす信用の供与をする契約を締結した場合

において、消費者が正当な根拠に基づき、当該商品の販売又は役務の提供を行う者に対し

て生じている事由をもって当該契約に係る支払を拒否しているにもかかわらず、債務の履

行を迫ること。 

（８）消費者からの契約に基づく債務の履行の督促に対して適切な対応をすることなく、当該

債務の全部又は一部の履行を不当に拒否し、又は遅延させること。 

（９）継続的に商品等を提供する契約を締結した場合において、正当な理由なく取引条件を一

方的に変更し、又は消費者に対する債務の履行を一方的に中止すること。 
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４ 契約解除に際しての不当な取引方法 

（１）消費者のクーリング・オフ（次に掲げる法律の規定に基づく契約の申込みの撤回又は解

除をいう。以下同じ。）の権利の行使に際して、口頭による行使を認めておきながら、後に

書面又は電磁的記録によらないことを理由として契約の解除を妨げ、契約の成立又は存続を

強要すること。 

ア 金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第37条の6第1項 

イ 宅地建物取引業法（昭和27年法律第176号）第37条の2第1項 

ウ 割賦販売法（昭和36年法律第159号）第35条の3の10第1項及び第35条の3の11第1項 

エ 特定商取引に関する法律（昭和51年法律第57号）第9条第1項、第24条第1項、第40条第1

項、第48条第1項及び第2項、第58条第1項並びに第58条の14第1項 

オ 預託等取引に関する法律（昭和61年法律第62号）第7条第1項 

カ ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律（平成4年法律第53号）第12条第1項 

キ 不動産特定共同事業法（平成6年法律第77号）第26条第1項 

ク 保険業法（平成7年法律第105号）第309条第1項 

（２）消費者のクーリング・オフの権利の行使を妨げる目的で消費者の自発的意思を待つこと

なく商品等を使用させ、又は利用させて、契約の成立又は存続を強要すること。 

（３）消費者のクーリング・オフの権利の行使に際して、法令上根拠のない手数料、送料、サ

ービスの対価等の支払を要求して、当該権利の行使を妨げ、契約の成立又は存続を強要す

ること。 

（４）継続的に商品等を供給する契約を締結した場合において、消費者の正当な根拠に基づく

中途解約の申出に対して、これを不当に拒否し、解約に伴う不当な違約金等を要求し、威

迫する等して契約の解除を妨げ、契約の存続を強要すること。 

（５）前各号に掲げるもののほか、消費者の正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回、契約の

取消し若しくは解除の申出又は契約の無効の主張に際し、これを不当に拒否し、不実のこ

とを告げ、又は威迫する等により妨害し、契約の成立又は存続を強要すること。 

（６）消費者のクーリング・オフの権利の行使その他契約の申込みの撤回、契約の取消し若し

くは解除又は契約の無効の主張が有効に行われたにもかかわらず、これらの事由によって

生ずる返還義務、原状回復義務、損害賠償義務等の履行を正当な理由なく拒否し、又は遅

延させること。 

 

改正文（平成22年告示第211号）抄 

平成22年４月６日から施行する。 

改正文（平成25年告示第587号）抄 

平成25年８月６日から施行する。 

改正文（令和７年告示第473号）抄 

令和７年８月１日から施行する。 
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○なしについての表示基準 

昭和 58 年 8 月 11 日 

鳥取県告示第 689 号 

改正 平成６年３月 15 日告示第 208 号 

平成 25 年８月９日告示第 595 号 

（適用範囲） 
第 1 条 この基準は、販売事業者が、消費者に販売するなしに適用する。 
 
（定義） 
第 2 条 この基準において「なし」とは、日本なしの生鮮果実をいう。 
2 この基準において「販売事業者」とは、なしを消費者に直接販売する事業者をいう。 
 
（表示事項） 
第 3 条 販売事業者がなしを販売する場合に表示すべき事項（以下「表示事項」という。）は、次の各号

に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。ただし、別表第 6 号に規定する事項は、
販売事業者が消費者に発行する領収書又は伝票に表示されていない場合に限る。 

(1) 二十世紀を消費者が販売されるなしの形状を確認することが困難な容器により販売する場合 別表に
規定する事項 

(2) 二十世紀以外の品種のなしを消費者が販売されるなしの形状を確認することが困難な容器により販売
する場合 別表第 1 号、第 2 号及び第 4 号から第 7 号までに規定する事項 

(3) 消費者が販売されるなしの形状を確認することができる容器により販売する場合 別表第 1 号、第 2
号  
  及び第 5 号から第 7 号までに規定する事項。 
(4) 販売されるなしを容器に封入せず店頭に陳列する方法により販売する場合 別表第 1 号及び第 2 号に

規定する事項 
 
（表示方法） 
第 4 条 表示事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより表示しなけ

ればならない。 
(1) 前条第 1 号から第 3 号までに規定する場合における表示事項 

ア 別表第 2 号及び第 3 号に規定する事項以外の事項は、販売に用いる容器(その表面に表示すること
が困難な容器にあっては、封入用ラベル類を含む。)の表面の見やすい位置に、日本工業規格
Z8,305 に規定する 10 ポイント以上の文字で表示すること。 

イ 別表第 2 号に規定する事項は、陳列箇所の見やすい位置に日本工業規格 Z8,305 に規定する 60 ポ
イント以上の文字で当該事項を記載した札により表示すること。 

ウ 別表第 3 号に規定する事項は、ア又はイに規定するいずれかの方法により表示すること。 
(2) 前条第 4 号に規定する場合における表示事項 陳列箇所の見やすい位置に日本工業規格 Z8,305 に規

定する 60 ポイント以上の文字で当該事項を記載した札により表示すること。 
2 前項に規定する表示に用いる文字は、下地の色と対照的な色の読みやすいものでなければならない。 
 
別表(第 3 条関係) 

(1) 品種名 
(2) 価格(販売事業者が自ら定めた価格) 
(3) 付表の区分によるなしの大きさ 
(4) 内容重量(キログラム) 
(5) 個数 
(6) 販売年月日(店頭で直接引き渡す場合にあっては当該引き渡し年月日、注文により発送する場合に

あっては発送年月日) 
(7) 販売事業者の住所、氏名(法人にあっては、名称)及び電話番号 

 
付表 

大きさの区分 10kg 箱あたりの個数 
5L 20 個以下 
4L 24 個以下 
3L 28 個以下 
2l 32 個以下 
L 36 個以下 
M 40 個以下 
S 44 個以下 
規格外 45 個以上 
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